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国
民
健
康
保
険
で
は
、
特
別
な

事
情
も
な
く
国
民
健
康
保
険
税
を

滞
納
し
た
場
合
、
次
の
特
別
措
置

が
適
用
さ
れ
ま
す
。
事
情
が
あ
っ

て
納
付
が
困
難
な
と
き
は
、
必
ず

保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
）、
ま

た
は
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
【
特
別
措
置
の
内
容
】①
現
在
お

使
い
の
被
保
険
者
証
を
返
還
し
て

い
た
だ
き
、短
期
被
保
険
者
証（
有

効
期
限
が
短
い
被
保
険
者
証
）
を

交
付
し
ま
す
②
前
記
①
を
も
っ
て

も
改
善
さ
れ
な
い
と
き
は
、
資
格

証
明
書
の
交
付

や
保
険
給
付
の

一
部
ま
た
は
全

部
が
差
し
止
め

ら
れ
、
さ
ら
に
は

保
険
給
付
の
額
が
滞
納
保
険
税
に

充
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
緯
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

図
書
館
専
門
員 

（
非
常
勤
嘱
託
員
）

　

図
書
館
で
は　

年
４
月
１
日
以

２３

降
に
採
用
す
る
嘱
託
職
員
を
募
集

し
ま
す
。

　
【
雇
用
期
間
】４
月
１
日
～　

年
２４

３
月　

日
３１

　
【
勤
務
形
態
】
月　

日
。
土
曜
・

１６

日
曜
日
、
祝
日
勤
務
あ
り

　
【
報
酬
】
市
規
定
に
よ
る
（
交
通

費
相
当
額
は
別
途
支
給
）。政
府
管

掌
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
、
雇
用

保
険
へ
の
加
入
、
有
給
休
暇
あ
り

　
【
資
格
】図
書
館
司
書
・
司
書
補
・

司
書
教
諭
の
資
格
（　

年
３
月
取

２３

得
見
込
み
を
含
む
）
を
有
し
、
パ

ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
る　

歳
ま
で

６０

の
方

　
【
募
集
人
員
】
若
干
名

　
【
募
集
要
項
の
配
布
】金
曜
日
を

除
く
２
月
１
日（
火
）～　

日（
木
）

１０

の
図
書
館
の
開
館
時
間
内
に
各
図

書
館
で
、
お
よ
び
図
書
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す

　

申
し
込
み
は
２
月　

日
（
木
）

１０

ま
で
に
図
書
館
指
定
の
履
歴
書
と

課
題
作
文
を
、
中
央
図
書
館
事
務

室
に
、
本
人
が
持
参
し
て
く
だ
さ

い（
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）。
郵

送
不
可
。
な
お
、
提
出
し
た
履
歴

書
・
作
文
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
館
緯
４
７
５
・
４

６
４
６
へ
。

児

童

厚

生

員 

（
非
常
勤
嘱
託
員
）

　
【
勤
務
内
容
】学
童
保
育
所
ま
た

は
児
童
館
に
お
け
る
児
童
の
保
育

　
【
雇
用
期
間
】４
月
１
日
～　

年
２４

３
月　

日
（
更
新
可
）

３１

　
【
勤
務
時
間
】
月
曜
～
土
曜
日

（
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）、
月
１

２
４
時
間
以
内（
変
則
勤
務
あ
り
）

　
【
報
酬
】
市
規
定
に
よ
る
（
交
通

費
相
当
額
は
別
途
支
給
）　

　
【
資
格
】
児
童
厚
生
一
・
二
級
指

導
員
ま
た
は
、
保
育
士
・
幼
稚
園
・

小
・
中
学
校
教
諭
の
資
格
を
有
す

る
お
お
む
ね　

歳
以
下
の
方

４５

　
【
募
集
人
数
】
若
千
名

　
【
応
募
書
類
】
①
市
販
履
歴
書

（
写
真
添
付
）
②
資
格
証
明
書
の

写
し
③
「
学
童
保
育
所
・
児
童
館

の
役
割
」
に
つ
い
て
の
考
え
や
意

見
を
原
稿
用
紙
で
８
０
０
字
以
内

に
ま
と
め
た
小
論
文

　

申
し
込
み
は
２
月
１
日
（
火
）

～
７
日
（
月
）
の
午
前
８
時
半
～

午
後
５
時
（
正
午
～
午
後
１
時
と

土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）
に
、
応

募
書
類
を
子
育
て
支
援
課
（
市
役

所
２
階
）
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い

（
郵
送
不
可
）。
書
類
選
考
後
、２

月　

日
（
木
）
に
面
接
の
上
、
決

１０
定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
児
童
係
緯
４
７

０
・
７
７
３
５
へ
。

心
身
障
害
児
通
園
施
設 

「
わ
か
く
さ
学
園
」臨
時
職
員

　
【
勤
務
内
容
】
看
護
師
、
保
育
助

手
　
【
雇
用
期
間
】
３
月
１
日
か
ら

　
【
勤
務
時
間
】お
お
む
ね
午
前
９

時
半
～
午
後
２
時
半
。
週
３
～
４

日
程
度

　
【
勤
務
場
所
】
わ
か
く
さ
学
園

　
【
報
酬
】同
学
園
へ
直
接
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

　
【
募
集
人
員
】
若
干
名

　

申
し
込
み
は
２
月　

日
（
火
）

１５

ま
で
に
、
履
歴
書
（
写
真
添
付
）

を
わ
か
く
さ
学
園
（
南
沢
４
ノ
７

ノ　

）
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

１８

書
類
選
考
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
学
園
緯
４
６
７
・

３
２
７
５
へ
。

市
立
小
・
中
学
校
給
食
臨

時
職
員
の
登
録
者

　

教
育
委
員
会
で
は
、　

年
度
学

２３

校
給
食
臨
時
職
員
の
名
簿
登
録
者

を
募
集
し
ま
す
。

　
【
登
録
職
種
】①
小
学
校
＝
調
理

補
助
（
代
替
・
補
助
）、
配
膳
員
、

給
食
事
務
、
栄
養
士
②
中
学
校
＝

配
膳
員
、
給
食
事
務
、
栄
養
士

　
【
勤
務
日
】原
則
と
し
て
勤
務
校

の
給
食
実
施
日

　
【
そ
の
他
】６
カ
月
ご
と
に
雇
用

更
新
。
有
給
休
暇
は
６
カ
月
後
に

取
得
可
。
交
通
費
相
当
額
は
別
途

支
給
。

栄
養
士
は
要
栄

養
士
免
許
。
中

学
校
栄
養
士
は

さ
ら
に
要
普
通

自
動
車
免
許
。

調
理
補
助
お
よ

び
配
膳
員
は
体

力
に
自
信
の
あ
る
方

　

※
勤
務
時
間
と
勤
務
条
件
な
ど

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

　

申
し
込
み
は
履
歴
書
（
写
真
添

付
）
に
希
望
職
種
、
電
話
番
号

（
自
宅
お
よ
び
携
帯
電
話
）、経
歴

な
ど
を
記
入
の
上
、
学
務
課
（
市

役
所
６
階
）
へ
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

　

※
採
用
選
考
は
、
欠
員
が
出
た

職
種
に
つ
い
て
登
録
者
の
中
か
ら

書
類
選
考
し
、
条
件
が
合
え
ば
面

接
実
施
し
て
採
用
し
ま
す
。
な
お
、

登
録
制
の
た
め
、
履
歴
書
は
返
却

し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
健
給
食
係
緯

４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

介
護
福
祉
課
認
定 

調
査
員
（
嘱
託
員
）

　

介
護
保
険
に
係
る
介
護
認
定
調

査
な
ど
を
行
う
嘱
託
員
を
募
集
し

ま
す
。

　
【
雇
用
期
間
】４
月
１
日
～　

年
２４

３
月　

日
３１

　
【
勤
務
時
間
】午
前
８
時
半
～
午

後
５
時　

分
、
月　

日
勤
務

１５

１６

　
【
報
酬
】
市
規
定
に
よ
る
（
交
通

費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
【
資
格
】介
護
支
援
専
門
員
の
資

格
を
有
す
る
方

　
【
募
集
人
数
】
若
干
名

　

申
し
込
み
は
２
月　

日
（
金
）

１８

ま
で
に
、
履
歴
書
（
写
真
添
付
）

を
記
入
の
上
、
直
接
介
護
福
祉
課

（
市
役
所
１
階
）
へ
。

　

※
採
用
は
書
類
選
考
お
よ
び
面

接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
介
護
サ
ー
ビ
ス

係
（
内
線
２
５
５
３
）
へ
。

家

庭

福

祉

員

　

保
育
士
な
ど
の
資
格
を
持
ち
、

経
験
豊
か
な
保
育
者
が
自
宅
の
一

部
を
開
放
し
、
家
庭
的
な
雰
囲
気

の
も
と
で
、
少
数
の
子
ど
も
を
預

か
っ
て
い
た
だ
け
る
家
庭
福
祉
員

を
募
集
し
ま
す
。

　
【
対
象
】次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
方
。
①
保
育
士
、
看
護
師
、

の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
保

育
経
験
の
あ
る
方
②
市
内
居
住
の

満　

歳
～　

歳
の
方
③
家
庭
に
６

２５

６２

歳
未
満
の
お
子
さ
ん
の
い
な
い
方

④
保
育
専
用
ス
ペ
ー
ス
と
し
て

９
埀９
平
方
㍍
（
６
畳
）
以
上
を
１

階
に
有
す
る
こ
と

　
【
募
集
人
員
】
１
人

　

申
し
込
み
は
履
歴
書
と
資
格
証

明
書
の
写
し
を
保
育
課
（
市
役
所

２
階
）
へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
申
し
込
み
受
け
付
け
後
、
名

簿
に
登
録
し
、
面
接
・
自
宅
調
査

を
行
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
育
係
緯
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。

臆

俺

牡

卸

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶
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乙
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乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

　

歳
前
の
傷
病
に
よ
る

２０障
害
基
礎
年
金

　
　

歳
に
達
す
る
前
に
、
病
気

２０
や
ケ
ガ
の
初
診
日
（
初
め
て
医

師
の
診
療
を
受
け
た
日
）
が
あ

り
、
そ
の
病
気
や
け
が
に
よ
り
、

　

歳
到
達
時
に
政
令
で
定
め
る

２０１
級
ま
た
は
２
級
の
い
ず
れ
か

の
状
態
に
該
当
す
る
場
合
は
、

請
求
に
よ
り
障
害
基
礎
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

申
請
窓
口
は
保
険
年
金
課

（
市
役
所
１
階
）
で
す
。
こ
の

障
害
基
礎
年
金
を
申
請
す
る
場

合
も
、　

歳
か
ら
の
国
民
年
金

２０

加
入
の
届
け
出
は
必
要
で
す
。

　

障
害
基
礎
年
金
の
申
請
に
は
、

障
害
の
部
位
に
よ
る
診
断
書
な

ど
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

　

歳
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

２０
　

ま
た
、　

歳
に
達
す
る
前
に

２０

初
診
日
が
あ
り
、　

歳
に
達
し

２０

た
日
か
ら　

歳
に
達
す
る
日
の

６５

前
日
ま
で
に
一
定
の
障
害
状
態

に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、

そ
の
障
害
に
至
っ
た
日
か
ら
、

請
求
に
よ
り
障
害
基
礎
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、　

歳
前
の
傷
病
に

２０

よ
る
障
害
基
礎
年
金
は
、
本
人

の
所
得
制
限
が
あ
る
場
合
の
ほ

か
、
そ
の
ほ
か
の
年
金
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
日
本

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合

は
、
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
緯
０
４
２
２
・　

・
１
４
１

５６

１
ま
た
は
市
保
険
年
金
課
緯
４

７
０
・
７
７
３
２
へ
。

市
議
会
議
員
選
挙
に
立
候
補
す
る

予
定
の
方
へ

　

説
明
会
を
開
催
し
ま
す

奨
学
金
制
度
が
ご
利
用
で
き
ま

奨
学
金
制
度
が
ご
利
用
で
き
ま
すす

経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
が

困
難
な
生
徒
・
学
生
の
皆
さ
ん
へ

国
民
健
康
保
険
・
滞
納
世
帯
主
等

特
別
措
置

　

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
東
久

留
米
市
議
会
議
員
選
挙
の
立
候
補

予
定
者
へ
の
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。

　
【
日
時
】
２
月　

日
（
木
）
午
後

１０

２
時
か
ら

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室

　

立
候
補
予
定
者
と
関
係
者
は
、

必
ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

会
場
の
都
合
上
、
１
候
補
者
３
人

以
内
で
お
願
い
し
ま
す
。

　

当
日
は
、
筆
記
用
具
と
認
め
印

　

市
で
は
、
勉
学
意
欲
が
あ
り
な

が
ら
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学

が
困
難
な
市
内
在
住
の
生
徒
・
学

生
を
対
象
に
、
東
久
留
米
市
奨
学

資
金
の
貸
し
付
け
を
行
っ
て
い
ま

す
。入

学
支
度
金（
貸
し
付
け
）

　
　

年
４
月
に
私
立
高
校（
高
専
・

２３
専
修
学
校
を
含
む
）
に
入
学
す
る

生
徒
・
学
生
を
対
象
と
し
ま
す
。

　
【
貸
付
限
度
額
】　

万
円

２０

　
【
返
還
期
間
お
よ
び
返
還
方
法
】

卒
業
後
１
年
据
え
置
き
、
７
年
以

　

新
聞
・
雑
誌
・
段
ボ
ー
ル
・
古

布
・
ア
ル
ミ
缶
な
ど
は
、
家
庭
か

ら
出
さ
れ
る
ご
み
の
中
で
、
資
源

と
し
て
再
利
用
で
き
る
も
の
で
す
。

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
で
組

織
す
る
団
体
が
、
こ
の
よ
う
な
資

源
ご
み
を
市
が
指
定
す
る
再
生
資

源
取
扱
業
者
に
引
き
渡
し
た
場
合
、

そ
の
回
収
量
に
応
じ
て
報
奨
金
を

交
付
す
る
「
資
源
回
収
報
奨
金
制

度
」
を
設
け
て
い
ま
す
。　

年
度

２２

後
期
分
の
報
奨
金
を
交
付
し
ま
す

東久留米市議会議員選挙
　４月１７日（日）告示日
　４月２４日（日）投票日

の
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
団
体
】市
内
在
住
の
方
で

構
成
す
る
自
治
会
・
子
ど
も
会
・

婦
人
会
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
（
団
体
が

確
認
で
き
る
規
約
、
名
簿
な
ど
を

持
参
の
上
、提
示
し
て
く
だ
さ
い
）

　
【
報
奨
金
交
付
額
】回
収
実
績
量

に
応
じ
て
１
丼
乘
当
た
り　

円
１０

　
【
申
請
日
時
】２
月
１
日（
火
）～

　

日
（
火
）
の
午
前
９
時
～
午
後

１５５
時（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

　
【
申
請
会
場
】市
役
所
５
階
５
０

内
に
返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す

　
【
申
込
期
間
】
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
２
月
１
日
（
火
）
～

　

日
（
金
）

１８申
し
込
み
手
続
き
な
ど

　

①
奨
学
生
願
書
お
よ
び
学
校
長

の
推
薦
書
（
教
育
委
員
会
総
務
課

窓
口
〈
市

役
所
６

階
〉
で
配

布
）
②
合

格
通
知
③

家
族
の
所
得
を
証
明
す
る
も
の

（　

年
分
源
泉
徴
収
票
ま
た
は　

２２

２２

年
分
所
得
税
確
定
申
告
書
の
控
え
、

　

年
度
市
・
都
民
税
申
告
書
の
控

２３え
）
④
借
家
の
場
合
は
家
賃
を
証

明
す
る
も
の
（
契
約
書
ま
た
は
領

収
書
の
写
し
）
な
ど
を
同
課
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
申
し
込
み
受
付
時
間
】午
前
８

時
半
～
午
後
５
時　

分
（
正
午
～

１５

午
後
１
時
を
除
く
）

　
【
選
考
基
準
と
採
用
結
果
】申
込

者
の
勉
学
意
欲
（
人
物
・
学
業
と

も
に
優
秀
で
あ
る
こ
と
）、申
込
者

の
属
す
る
世
帯
の
収
入
な
ど
を
選

考
の
基
準
と
し
ま
す
。
採
用
結
果

は
奨
学
資
金
運
営
委
員
会
の
審
査

を
経
て
、
申
込
者
に
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
庶
務
係
緯
４
７

０
・
７
７
７
５
へ
。

１
会
議
室

　

※
申
請
の
際
、
回
収
業
者
か
ら

の
集
団
回
収
実
施
報
告
書
、
代
表

者
の
認
め
印

（
ス
タ
ン
プ

式
不
可
）、振

り
込
み
先
の

金
融
機
関

（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
の
場
合
は
店
名
の
数
字
と
７

け
た
の
口
座
番
号
が
必
要
）
の
通

帳
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送

不
可
）。

　
【
申
請
対
象
期
間
】　

年
度
の
申

２２

請
受
け
付
け
対
象
は
、　

年
７
月

２１

以
降
の
回
収
実
施
報
告
書
で
す

　

※
報
奨
金
交
付
申
請
書
は
、
申

請
会
場
に
用
意
し
て
い
ま
す
。　

　

詳
し
く
は
ご
み
対
策
課
緯
４
７

３
・
２
１
１
７
へ
。

（
立
候
補
関
係
書
類
受
領
者
の
も

の
）を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、

説
明
会
受
け
付
け
表
に
記
載
し
て

い
た
だ
く
た
め
に
、
①
立
候
補
予

定
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
）
②
住

所
③
本
籍
④
生
年
月
日
⑤
党
派
⑥

職
業
⑦
電
話
番
号
⑧
選
挙
管
理
委

員
会
か
ら
連
絡
す
る
場
合
の
連
絡

先
（
担
当
者
氏
名
・
住
所
・
電
話

番
号
）
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
委
員
会
事
務
局
緯

４
７
０
・
７
７
７
７
へ
。

２３年４月、４年に１度の統一地方選挙が行われます
東京都知事選挙

　３月２４日（木）告示日
　４月１０日（日）投票日

詳しくは広報紙でお知らせします。

資
源
回
収
報
奨
金

後
期
分
の
交
付
申
請
を

受
け
付
け
ま
す

ご
存
じ
で
す

ご
存
じ
で
す
かか


